
 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動月間            １６５２回例会 ６月２７日 NO.1642

 

 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

クラブソング  「めぐる友愛 夏」 

来賓 ガバナー補佐 長與博典様  分区幹事 志熊

昌宏様 

ゲスト 根本裕司 様 

米山奨学生 朱 夫誠さん 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ７名） 

会員数 出席者 出席率 5月 30日修正出席率 

44（38） 30（2） 78.95％ 80％ 

WEBでの参加者 2名 野口会員・種子田会員 

本日よりピアノ 石川奈々歩さん 

ソングリーダー江口会員 

 

会長報告   

・今年度ガバナー補佐 長與 博典様 分区幹事 志

熊 昌宏様がご来会です。 

ご挨拶をお願い致します。 

ガバナー補佐  長與博典様 

 

後、１０日で任期が終わります。当初からコロナでご苦

労されたかと思います。分区としては 10月 3日に合同

例会を東京ドームホテルにて開催しました。こちらは人

数を絞っての開催でした。3月 26日は上野 RCを主幹

として献血を行う事が出来ました。上野広小路でかつ

てない人数の６４名参加で、赤十字の方も喜んでくれて

います。7月号のロータリーの友に掲載されます。 

今年度は勉強会が大変多くあり、先日の地区大会も会

長・幹事・地区役員・委員は朝 9時から夜までの長い

時間拘束がありました。皆様のお陰で今年度も終わる

ことが出来ます。ありがとうございました。 

分区幹事 志熊昌宏様 

 

分区幹事が終わり次年度は後楽ＲＣの会長を務めさせ

て頂きます。1年間ありがとうございました。 

幹事報告 ＲI関係   

・ハイライトよねやまが届いております。掲示板をご覧く 

ださい。 

・地区米山記念奨学会より米山奨学生合同合宿研修 

のご案内が届いております。今回はクラブカウンセラー 

だけでなく、クラブ会員の方複数でのご参加をお願い 

致します。日時：9/3（土）～9/4（日） 場所：御殿場時 

之栖大会議室 参加ご希望の方は 6月 27日までに事 

務局までお知らせください。詳しくは掲示板をご覧下さ 

い。 
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他クラブ関係 

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

上野クラブ関係 

・本日、午後５時より新旧合同クラブ協議会がねぎし宮

川で開催されます。今年度委員長・次年度委員長 理

事・役員の方のご出席をお願い致します。 

・2020－21年度の事業報告の CDが届いております。

メールボックスに入れてあります。 

委員会関係  次年度クラブ親睦委員会 園部委員長 

・次年度親睦行事のお知らせで大変恐縮です。先週の

水曜日（6月 15日）に次年度クラブ親睦委員会を開催

しました。委員会では、11月 18日の石垣ロータリーク

ラブとの姉妹クラブ締結式に合わせて親睦旅行会を計

画しておりますが、すでに石垣直行便の飛行機の席が

残り少なくなってきております。そこで、先行して航空便

やホテルを確保すべく、今日から次年度クラブ親睦委

員が皆さんの参加希望アンケートを取っていきます。 

 

大瀧会員 SAA報告 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

ガバナー補佐長與博典様 分区幹事 志熊昌宏様 

       一年間大変お世話になりました。 

山本会員 長與ガバナー補佐、志熊分区幹事お世話

になりました。金原さんの卓話楽しみで

す。ピアノの石川奈々歩さんよろしくお願い

します。 

佐谷会員 金原会員の卓話楽しみにしております。 

金原会員 卓話担当させて頂きます。 

水門会員 初めてニコニコ BOX入れさせてもらいま

す。今後ともよろしくお願いします。 

長岡会員 今週 6/23（木）に新規事業としてオーガニッ

クマート根津ガーデンを開店します。有機

野菜やオーガニック食品をご提供し、地域

の皆様の健康作りに貢献したいと思いま

す。 

中澤会員 新旧役員・委員長の皆様、本日開催、新旧

合同クラブ協議会参加よろしくお願いしま

す。 

☆金原さんの卓話楽しみです。ピアノの石川奈々歩さ 

んよろしくお願いします。 

木村会員・塚田会員・冨坂伸吾会員・瀬古会員 

捧 会員 結婚祝いの胡蝶蘭を頂きありがとうございま

した。お蔭様で家内ともども健康な日々を

過ごしております。例会後、何年かぶりで

故郷の温泉旅館で開催の同級会に出席し

てきます。＋☆ 

園部会員 根本裕司さんを見学のためゲストでお誘い

しました。＋☆ 

冨坂和弥会員 心臓友の会に入会しました。＋☆ 

江口会員 結婚記念日のお祝いありがとうございまし

た！24年もたつのだなぁと思うと不思

議？！です。＋☆ 

上野会員 結婚記念日にキレイな胡蝶蘭を頂き、家の

中がパァーと明るくなりました。ありがとう

ございました。＋☆ 

鈴川会員 暑くなりました。お互いに熱中症に気を付け

ましょう。＋☆ 

 （本日の合計金額   130,000円） 

（本日までの累計  2,435,000円） 

 

６月 ９日 上野会員  １６日 江口会員 

１９日 捧 会員 

７月 ２日 関岡会員  6日 冨坂伸吾会員 

 

 

６月  ２９日 押見会員  ３０日 向井会員 

７月  ２日 岩渕会員   ３日 宮本会員 

    ５日 髙野会員   １７日 新保会員 

   １７日 上野会員   ２６日 野口会員 

   ２８日 大瀧会員 

 



■卓話 「著作権の話～権利侵害で訴えられない

ように」 

㈱医学書院 代表取締役会長 金原 優会員 

 
１．著作権とはどのようなものか 

著作権は著作物に対する権利です。 

著作物とは「思想、感情を創作的に表現したもの」

と著作権法に規定されています。ここで重要なこと

は「創作的に表現」ということです。 

小説、俳句、詩、解説文、音楽、随筆、絵、写真、

手紙、地図等は全て著作物となります。 

キャラクター（ウルトラマン、ミッキーマウス、ハロ

ーキティ等）も著作物である。 

上手か下手かは関係ありません。  

著作物を創作した人に著作権が発生し、著作権者

となります。 

誰もが著作物を創作することが可能であり、創作

すれば権利を保有することになります。 

絵を描き、文章を書き、写真を撮れば、一般論とし

て全部著作物となります。 

権利は申請とか登録が必要なく自動的に発生す

る。 

著作権は著作権者の死後 70年が経過するまで

権利として認められ、保護されます。 

著作権は保護されるので他人が勝手に使うことは

できません。 

保護されている著作物は無断で複製（コピー）やイ

ンターネット送信できないことになります。 

著作物をコピーしたりインターネット送信すること

には基本的に著作権者の許諾が必要です。 

但し、例外もあります。 

私的使用目的複製、図書館における複製、教育

機関による授業目的複製等、その他例外は沢山

あります。 

 ２．以下のような場合に許諾は必要か？（結論は

スライド参照） 

旅行ガイドブックの一部を自分で持ち歩くためにコ

ピーしたりスマホに落とし込むのは OKか？ 

学生が教科書や参考書をコピーしたり PCに記録

するのは OKか？ 

趣味の本を他人から借りてコピーするのは OK

か？ 

他人から借りた CDを複製して自分で聞くのは OK

か？ 

会社にある本を自分の仕事上使うためにコピーす

るのは OKか？ 

週刊誌の記事をコピーして客に渡すのは OKか？ 

ゴルフ場ガイドブックを参加者に渡すためにコピー

するのは OKか？ 

法律の条文をコピーして社内に配布するのは OK

か？ 

社内の懇親会のために会場の地図をコピーして

配布するのは OKか？ 

自分の本を他人に読ませるためにネット送信する

のは OKか？ 

CDを車の機器に録音するのは OKか？ 

雑誌・新聞の切り抜きを社内で回覧するのは OK

か？ 

新聞記事をコピーして社内で回覧するのは OK

か？ 

ネットに出ている図や写真をコピーして利用するの

は OKか？ 

 

 

著作権とはどのようなものか

著作権は著作物に対する権利である。

著作物とは「思想、感情を創作的に表現したもの」と著作権法に規定されている。
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著作権の保護

著作権は保護されるので他人が勝手に使うことはできない。

保護されている著作物は無断で複製（コピー）やインターネット送信できない。

著作物をコピーしたりインターネット送信することには基本的に著作権者の許諾が必要。

但し、例外もある。

私的使用目的複製、図書館における複製、教育機関による授業目的複製等、その他例外は沢山ある。

どのような利用が権利侵害（ 法行 ）になるか

会社の業務に関 する週刊誌の記事をコピーして客に渡すのは  か？
  （著作物の複製にあたる）

会社にある本を自分の仕事上使うためにコピーするのは  か？
  （著作物の複製にあたる）

法律の条文をコピーして社内に配布するのは  か？
  （法律の条文は著作物ではない 思想・感情ではない）

新聞記事をコピーして社内で回覧するのは  か？
  （著作物の複製にあたる）

どのような利用が権利侵害（ 法行 ）になるか

雑誌・新聞の切り抜きを社内で回覧するのは  か？
  （コピーしないで回覧するのは複製ではない）

新聞の死 記事をコピーして社内で回覧するのは  か？
  （事 の  に過ぎないので著作物ではない 思想・感情ではない）

社内の懇親会のために会場の地図をコピーして配布するのは  か？
  （著作物の複製にあたる）

ゴルフ場ガイドブックを参加者に渡すためにコピーするのは   か？
  （著作物の複製にあたる）

（但しゴルフ場のウッブ イトを複製してもクレームは付かない）

どのような利用が権利侵害（ 法行 ）になるか

旅行ガイドブックの一部を自分で持ち歩くためにコピーしたりスマホに落とし込むのは   か？
  （私的使用にあたり許諾は不要）

学生が教科書や参考書をコピーしたり  に記録するのは  か？
  （私的使用にあたり許諾は不要）

趣味の本を他人から借りてコピーするのは  か？
  （私的使用にあたり許諾は不要）

他人から借りた  を複製して自分で聞くのは  か？
  （私的使用にあたり許諾は不要）

仕事に関 する本をコピーして会社で利用することは  か？
  （著作物の複製にあたる）

（業務上利用する場合は一人で使っても私的利用とは えない）

ネットに出ている図や写真をコピーして仕事上利用するのは  か？
  （無 で提供されているのものであっても著作物の複製にあたる）

保護期間が終 した著作物と終 していない著作物

保護期間が終 した著名作家（自 に複製利用できる）
夏目 石
谷  一 
   
 池 
 川 之 
江 川 歩
その他沢山

保護期間が終 していない著名作家（複製利用には許諾が必要）
   紀夫
志 直 
川端康 
  正 
その他沢山

許諾はどのようにして るのか

出 物については下記の  が許諾業務を取り っている

一般社 法人 出 者著作権 理機 
書 、 門雑誌等
                       

  社 法人 日本複製権センター
新聞、週刊誌、文 書等
                  

次回の例会 ７月 ４日（月） 

新年度初例会 

第２回クラブ協議会 

 

 

本日の例会 ６月２７日（月） 

上野 RAC合同最終夜間例会 

上野精養軒 ３階 「桜の間」 

点鐘：１８：００ 

 

東京上野ローターアクト例会のご案内 

6月第 例会 

東京上野ロータリークラブとの合同夜間例会 

6月 27日（月）上野精養軒 点鐘１８：００ 

 

 

2580地区行事予定 

６月２９日（水）次年度在京クラブ 共イメージ委

員会１５：００～１７：００ 学士会館 

７月 10日（日）地区 RAC第 1回会長幹事会 

１３：００～ 台東 1丁目区民館  

７月２３日（土）東京女子学院中・高インターアク

トクラブ認証状  式１４：００～ 東京女子学

院校内フォンテーヌ  

 


